
 

 

第２章 本市交通の現状 

２.１ 前計画の取組状況 

前計画である「宇都宮都市交通戦略」においては，「Ⅰ．誰もが移動しやすい交通環境を整備

する」「Ⅱ．まちづくりに資する交通環境を整備する」「Ⅲ．ひとや環境にやさしい交通環境を

整備する」の３項⽬に分け，それぞれ⽬標指標を設定し，取り組んできたところです。 

前計画において設定した⽬標指標については，⼀部達成できていない⽬標指標もあり，引き

続き，公共交通の充実や利便性の向上，幹線道路の整備などに取り組んでいく必要があります。 

 

  前回計画の方針及び目標 

■ 前回計画の骨子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

公共交通空白地域を改善する 

幹線と支線により，効率的に目的地に移動できる公共交通を整備する 

バスの利便性を向上する 

公共交通の案内情報を充実する 

公共交通へのアクセス手段を拡大する 

渋滞を解消し公共交通も通りやすい幹線道路を整備する 

 

 

 

市街化区域の公共交通空白（不便）地域を解消する 

トランジット施設＊に，地域の拠点性を高める機能を整備する 

中心市街地の回遊性を高める 

自転車を快適に利用できる環境を整備する 

車や公共交通等が円滑に通行できる道路を整備する 

 

 

 

公共交通のバリアフリー化を進める 

環境にやさしい交通環境を整備する 

徒歩，自転車で安全・快適に通行できる道路を整備する 

公共交通の利用促進策を実施する 

利用者に対する支援を行う 

誰もが移動しやすい交通環境を整備する 

まちづくりに資する交通環境を整備する 

ひとや環境にやさしい交通環境を整備する 

Ⅰ．誰もが移動しやすい交通環境を整備する 

①公共交通の年間利用者数 

②都市計画道路の整備率 

③交通での移動に関する市民満足指標 

 「自動車や公共交通で市内を移動する際に，便利で快適であると感じている市民の割合」

Ⅱ．まちづくりに資する交通環境を整備する 

①公共交通夜間人口カバー率（市街化区域） 

②中心市街地通行量（休日） 

③レンタサイクル利用者数 

Ⅲ．ひとや環境にやさしい交通環境を整備する 

①ノンステップバスの導入率 

②市域の温室効果ガスの排出量の削減量 

理念１：都市機能の集約と円滑なモビリティの確保により， 

ネットワーク型コンパクトシティを実現 

理念２：利便性・明示性・効率性の高い，持続可能な 

交通ネットワークの整備を推進

 

理念３：関係者相互で連携し，公共交通を守り，育てる 

”マイバス”，”マイレール”意識を醸成

少⼦・⾼齢社会の進⾏
や地球環境問題に対応
し，過度に⾃動⾞依存
した都市構造から脱却
し，持続性が⾼い「ま
ちづくり」を進めてい
くため，その基盤とな
る交通体系の構築にあ
たって，３つの理念に
より進めることとしま
した。 

基
本
理
念

施
策
の
方
針

目
標
指
標 

- 5 -



 

 

 

■ 階層性のある公共交通ネットワークへの転換を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
基幹公共交通 

幹線・支線交通

ミニバス 

乗合タクシー 

都心部 

郊外部 

誰もが移動しやすい交通環境を整備するため，市街化区域における空⽩地域・不便地
域の解消に向けて，階層性をもったネットワークである「⿂の⾻ネットワーク」により
輸送効率の改善を図ることとしました。 

乗合タクシーやミニバスな
どの導⼊による空⽩地域の解
消をはじめとし，都市軸となる
幹線の強化，さらには，輸送効
率が⾼い交通機関としての基
幹公共交通の整備による，階層
性をもったネットワークへの
転換を図ることとしました。 
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■ 目標とする将来公共交通ネットワークの明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ネットワーク型コンパクトシティの実現を⽀える公共交通ネットワークを構築する
ために，現状の公共交通の運⾏状況を分析し，対応の⽅向を明確化しました。 

公共交通空白地域 公共交通不便地域 

目標とする将来公共交通ネットワーク 
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■ 具体的な施策事業 

 

 
目 標 施策の体系 施策名称 

【目標１】 

誰もが移動しやすい

交通環境を整備する

公共交通空白地域を改善する ①バス路線の新設 

②地域内交通の導入 

③C&R(C&BR)用駐輪場の整備 

幹線と支線により，効率的に目

的地に移動できる公共交通を整

備する 

①基幹公共交通の整備 

②幹線公共交通の整備 

③トランジットセンターの整備 

④乗り継ぎに便利なダイヤの調整 

⑤乗り継ぎバス停位置の最適化 

⑥乗り継ぎ割引制度の導入 

バスの利便性を向上する ①バス優先(専用)レーンの整備 

②公共交通車両優先システム(PTPS)の導入 

③歩車分離信号の設置 

④バス停の利用環境整備 

⑤複数バス停の統合 

⑥目的・ニーズに応じたバスの運行 

⑦バス車両空間の改善 

⑧バスの乗降時間の短縮 

⑨ＩＣカードの導入 

公共交通の案内情報を充実する ①鉄道駅のインフォメーションの改善 

②３社共通の系統番号の導入 

③バスの運行情報の提供 

公共交通へのアクセスを拡大す

る 

①ＪＲ宇都宮駅西口交通環境の整備 

②ＪＲ雀宮駅西口広場・交通環境の整備 

③ＪＲ岡本駅周辺の整備 

④東武宇都宮駅周辺地区の整備 

⑤既存駅の機能強化 

⑥新駅の設置 

⑦C&R(C&BR)用駐輪場の整備【再】 

渋滞を解消し公共交通も通り 

やすい幹線道路を整備する 

①都市計画道路の整備 

②道路新設改良事業 

【目標２】 

まちづくりに資する

交通環境を整備する

市街化区域の公共交通（不便）

地域を解消する 

①幹線バスの運行サービスの充実 

②循環バス(ミニバス)の運行 

③C&R(C&BR)用駐輪場の整備【再】 

トランジット施設に，地域の拠点

性を高める機能を整備する 

①鉄道駅のインフォメーションの改善【再】

②ＪＲ宇都宮駅西口交通環境整備【再】 

③バス停の利用環境整備【再】 

中心市街地の回遊性を高める ①循環バス(ミニバス)の運行【再】 

②都心部道路景観整備事業【再】 

③大通りのトランジットモール化 

④レンタサイクルの充実 

⑤モビリティセンターの整備 

自転車を快適に利用できる環境

を整備する 

①C&R(C&BR)用駐輪場の整備【再】 

②レンタサイクルの充実【再】 

③自転車道の整備 

④モビリティセンターの整備【再】 

⑤休憩スポット(自転車の駅)の設置 

⑥自転車マップの作成 

車や公共交通等が円滑に通行で

きる道路を整備する 

①土地区画整備事業による道路の整備 

⽬標達成のための具体的な施策事業は以下のように設定しました。 

- 8 -



 

 

 

■ 具体的な施策事業 

 

 
目 標 施策の体系 施策名称 

【目標３】 

ひとや環境にやさしい

交通環境を整備する 

公共交通のバリアフリー化を

進める 

①ＪＲ岡本駅橋上北・東西連絡通路の新設 

②公共交通のバリアフリー事業の推進 

③トランジットセンターの整備【再】 

④人にやさしいバスの導入 

環境にやさしい交通環境を整

備する 

①自転車道の整備【再】 

②低公害車や低燃費型自動車の導入促進 

③環境にやさしいバスの導入 

徒歩，自転車で安全・快適に

通行できる道路を整備する 

①自転車道の整備【再】 

②歩車分離信号の設置【再】 

③土地区画整理事業による道路の整備【再】

④道路バリアフリー事業の推進 

⑤ＪＲ雀宮駅周辺道路の整備 

公共交通の利用促進策を実施

する 

①モビリティ・マネジメントの実施 

②バス鉄道利用デーの推進（毎月 1，15日）

③P&R(P&BR)用駐車場・フリンジパーキングの

整備 

利用者に対する支援を行う ①高齢者外出支援事業 

②障がい者の外出支援 

③障がい者福祉バス事業 

④道路バリアフリー事業の推進【再】 
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  目標の達成状況 

前計画におけるこれまでの取組に対する評価を，⽬標指標の達成状況により実施します。 

 

① 【目標１：誰もが移動しやすい交通環境を整備する】の評価 

バス路線の新設・延伸や地域内交通の導⼊などの公共交通ネットワークの充実に取り組む

とともに，鉄道駅周辺の再整備などの交通結節機能の強化に取り組むことに加え，バスロケ

ーションシステムの導⼊による運⾏情報の提供などの公共交通の利便性向上にも取り組んで

きたことから，平成２３年度以降，「公共交通の利⽤者数」は微増傾向となるなど，施策・事

業の成果が現れてきており，引き続き，これらの取組を推進していく必要があります。 

 

■ 目標指標①の達成状況 

 
【目標１】に係わるこれまでの取組状況 

・バス路線の新設社会実験 

・既存バス路線の延伸 

・郊外部全地区への地域内交通の導入 

・ＬＲＴ整備・バス路線再編に向けた取組の推進 

・鉄道駅周辺の整備（ＪＲ雀宮駅・ＪＲ岡本駅） 

 

・バス停付近への駐輪場の整備 

・バスロケーションシステムの導入 

・バス接近表示機の導入 

・交通ＩＣカードの導入に向けた取組の推進 

・都市計画道路・生活幹線道路の整備 

  など

 

目標指標① 計画策定時 目標数値 H29 数値 達成率 

公共交通の年間利用者数 3,391 万人 4,200 万人 3,351 万人 79.8％

都市計画道路の整備率 67.4％ 73.1％ 70.8％ 96.9％

交通での移動に関する市民満足度 

 公共交通ネットワークの充実 32.3％ 45.9％ 25.1％ 54.7％

道路ネットワークの充実 38.0％ 50.8％ 39.1％ 77.0％

自転車のまち宇都宮の推進 30.8％ 41.2％ 26.1％ 63.3％
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② 【目標Ⅱ まちづくりに資する交通環境を整備する】の評価 

幹線バス路線の新設・延伸や地域内交通の導⼊などの公共交通ネットワークの充実に取り

組むことにより，公共交通の⼈⼝カバー率は向上しています。 

また，循環バスの運⾏やレンタサイクルの充実，⾃転⾞道の整備などの中⼼市街地の回遊

性の向上や⾃転⾞利⽤環境の整備に取り組んできたものの，中⼼市街地の通⾏量は⽬標を下

回っていることから，まちづくりと交通施策を⼀体的に推進していく必要があります。 

 

■ 目標指標②の達成状況 

 
【目標２】に係わるこれまでの取組状況 

・バス路線の新設           ・レンタサイクルの充実 

 

・既存バス路線延伸          ・自転車の駅の設置 

 

・自転車走行空間の整備        ・中心市街地における電線地中化 

 

       など 

 

目標指標② 計画策定時 目標数値 H29 数値 達成率 

公共交通夜間人口カバー率 

【市街化区域】 
75.0％ 100.0％ 89.8％ 89.8％

中心市街地通行量 

【休日】 
46,987 人 130,000 人 92,636 人 71.3％

レンタサイクル利用者数 

 
31,000 人 41,000 人 45,184 人 110.2％
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③ 【目標３ ひとや環境にやさしい交通環境を整備する】の評価 

鉄道駅へのエレベーターの整備やノンステップバスの導⼊に加え，交差点の段差解消など

に取り組んできた結果，交通環境のバリアフリー化が進んでいます。 

また，⾃転⾞の利⽤環境整備と利⽤促進，低燃費型⾃動⾞の導⼊促進に取り組むとともに，

モビリティ・マネジメント施策の実施により⾃家⽤⾞から公共交通利⽤への転換を推進して

きたものの，温室効果ガスの排出量は増加しており，過度に⾃動⾞へ依存した状態から，⾃

動⾞と公共交通，⾃転⾞などを適切に使い分けするライフスタイルへの転換が必要です。 

 

■ 目標指標③の達成状況 

 
【目標３】に係わるこれまでの取組状況 

・鉄道駅へのエレベーターの整備（ＪＲ雀宮駅・ＪＲ岡本駅） 

 

・ノンステップバスの導入           ・ユニバーサルデザインタクシーの導入 

 

・公用車への電気自動車の導入         ・モビリティ・マネジメントの実施 

   など 

 

目標指標③ 計画策定時 目標数値 H29 数値 達成率 

人にやさしいバスの導入率 
32.2％

52.0～

60.5％

53.2％ 87.9～

102.3％

市民一人当たりの 

温室効果ガス排出量 
 － ｔ

2.80ｔ 3.44ｔ 

(H26 数値) 

77.1％
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２.２ 本市交通の現状 

  市民の移動における自動車分担率の上昇 

本市では，市 が移動する際の交通⼿段として，⾃動⾞の利⽤率が増加し続けており，平

成２７年には６９％（平⽇）となる⼀⽅で，公共交通を利⽤する割合は減少傾向にあり，鉄

道とバスを合わせても６％（平⽇）に留まっており，他都市と⽐較しても⾃動⾞の利⽤率が

⾮常に⾼い状況にあります。 

また，短時間（※即ち短距離）の移動であっても⾃動⾞の利⽤率は⾼く，所要時間が３分

の移動であっても⾃動⾞の利⽤率が５０％を超えるなど，過度に⾃動⾞に依存した状態とな

っています。 

■ 交通手段分担率の推移（宇都宮市） 

 

 

 

■ 自動車分担率（平日）の他都市との比較   ■ 所要時間帯別の交通分担率（宇都宮市） 

   

出典：〔上図・下左図〕大都市交通センサス，〔下右図〕県央広域都市圏生活行動実態調査
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  低い水準の公共交通利用者数 

本市の公共交通の年間利⽤者数は，平成２３年度以降，微増傾向にあるものの，過去と⽐

較すると低い⽔準にあり，２０年前の平成９年から約２４％減少しています。 

交通機関別にみると，鉄道及びバスは、平成９年度以降，輸送⼈員が減少するなか、平成

２２年度からは回復傾向に転じています。地域内交通は，導⼊地区の拡⼤とともに輸送⼈員

が年々増加しています。⼀⽅，タクシーにおいては輸送⼈員の減少傾向が続いております。 

 

■ 公共交通の利用者数の推移 

     
 
 

    

   
資料：バス事業者提供資料，国土交通省栃木運輸支局提供資料に基づき作成
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ジェイアールバス）及び地域内交通における乗降数及び輸送⼈員の合計 
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  道路狭隘地区などにおける公共交通空白地域の存在 

本市では，公共交通空⽩地域の解消に向けて，バス路線の新設・延伸や地域内交通の郊外

部全１３地区への導⼊などの公共交通ネットワークの充実に取り組んできました。 

その結果，公共交通のカバー⼈⼝は，平成２０年の約６７％から，平成３０年には約９０％

まで上昇するなど，公共交通空⽩地域は着実に減少しています。 

しかしながら，市街地部の道路狭隘地区や郊外部の地域内交通未導⼊地区などに，依然と

して公共交通の空⽩地域が残っています。 

 

■ 公共交通空白地域の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔H20〕    〔H30〕 

人口カバー率 ６７％ → ９０％ 

面積カバー率 ３０％ → ９３％ 

〔平成 20年（2008）当時〕 〔平成 30年（2018）現在〕 

注）⼈⼝および公共交通の情報 
〔平成 20 年〕 

・⼈⼝：平成 17 年時点（国勢調査）
・公共交通：平成 20 年時点 

〔平成 30 年〕 
・⼈⼝：平成 27 年時点（国勢調査）

・公共交通：平成 30 年時点 

市街地部の状況 
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  幹線バス路線の運行サービス水準の不均衡 

本市では，市  活に必要な公共・公益施設へのアクセスや都市拠点と地域・産業・観光

の各拠点間を結ぶ主要なバス路線を幹線バス路線として位置づけ，⾼い運⾏サービスを提供

しているところですが，⼀部の区間では運⾏サービスが低い状況となっています。 

 

■ バス路線の運行頻度 

 

 

 
注）平成 30年 9月時点のバス時刻表に基づき作成 

【市民生活に必要な公共・公益施設】 

ⅰ）広域的に利用される施設 

・大学等 

・二次救急医療施設以上の拠点病院 

ⅱ）市内各地域の拠点 

・地区市民センター 
 

※資料：「ネットワーク型コンパクトシティ 

形成ビジョン（H27.2）」に基づく 

オフピーク時に３０分に 

１本以上の幹線バス路線 

９路線 ／ １４路線 
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  少ない公共交通の乗り継ぎ利用 

本市の公共交通においては，鉄道利⽤者の２０．９％が⾃転⾞，１４．１％がバスと乗り

継いで移動しており，また，バス利⽤者の７．８％が鉄道，約５．６％が⾃転⾞と乗り継い

で移動していますが，バスとバスを乗り継ぐ利⽤は０．６％，バスと地域内交通を乗り継ぐ

利⽤は０．１％となるなど，公共交通と公共交通を乗り継ぐ利⽤は少なくなっています。 

また，公共交通を乗り継いだ場合，１回の乗⾞ごとに初乗り運賃が発⽣するため，運賃の

負担感が⼤きくなっています。 

 

 

 

■ １日あたりの公共交通の乗り継ぎ状況 

 

 
出典：県央広域都市圏生活行動実態調査，地域内交通利用実績

＜参考＞バスの運賃設定の基準（道路運送法） 
・ １０ｋｍ未満の区間 基準賃率×２ｋｍを初乗り運賃として加算できる。 
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  負担感の大きい公共交通の運賃体系 

本市の都市拠点の中⼼部に位置し，１⽇のバスの利⽤者が最も多い「ＪＲ宇都宮駅」から

郊外部の地域・産業・観光の各拠点までの移動にかかるバスの運賃は，⽚道最⼤で８００円

（「ＪＲ宇都宮駅⇔篠井⼩学校前」）となっており，都市拠点内での移動にかかる運賃と⽐較

して負担感が⼤きくなっています。 

また，市内のバス利⽤の９５％が５００円以内の運賃区間での利⽤となっており，運賃の

負担感が⼤きいことで，公共交通が利⽤しにくくなっていると考えられます。 

また，市 の平均等価可処分所得は２０年前と⽐較して約１５％減少しており，⾃動⾞を

運転できない⾼齢者などは，現役世代と⽐較して７割半ば程度と所得が少ないこともあり，

運賃の負担感から外出機会が減少することが懸念されます。 

 

■ 各拠点からＪＲ宇都宮駅までの運賃 

 
注）平成 28年時点の郊外部のバス停 

■ バス利用者数の累積比率と運賃      ■ 平均等価可処分所得額の推移 

   
出典：平成 26年バス OD調査                      出典：平成 29年国民生活基礎調査
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  多い近隣市町からの流入人口 

県庁所在地であり，企業や学校が集まる本市には，通勤・通学などの⽬的で近隣の市町か

ら多くの⼈が流⼊しており，その⼈数は，通勤・通学だけで約５.６万⼈となっています。 

また⼀⽅で，本市からも，通勤・通学の⽬的で近隣市町へ約４.１万⼈が流出しています。 

そのような中，本市と近隣市町にまたがって運⾏するバス路線は，市内の各拠点間を結ぶ

公共交通と⽐較して運⾏サービスが低い傾向にあり，近隣市町との移動におけるバスの利⽤

率は低くなっています。 

 

■ 本市への通勤率（左）・通学率（右） 

   
注）通勤率・通学率が 10％以上のみ表示  出典：国勢調査 

■ 宇都宮市と近隣市町との間の移動における交通手段分担率  

 
出典：県央広域都市圏生活行動実態調査

近隣市町との間の移動に
おける公共交通の利⽤率
の平均値 
 
公共交通( 計 )：７.４％ 

鉄道：６.７％ 
バス：０.７％ 

通勤率・通学率： 
15 歳以上の就業⼈⼝（または通学⼈⼝）に占める宇都宮市
で従業（または宇都宮市へ通学）する⼈の割合
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  総体的な交通渋滞の緩和・渋滞箇所の変化 

本市の⾻格をなす環状線や１２放射状道路などの主要道路において，平成２７年までの１

０ヵ年で交通量が増加している区間が多くを占める⼀⽅で，混雑度は総じて低下しており，

道路ネットワークの整備の効果が現れていると考えられまが，「宇都宮北道路  般国道４号」

や「鶴⽥町周辺」，「インターパーク周辺」など⼀部の区間で混雑度が増加しています。 

 

■ 宇都宮市の主要道路における混雑度の変遷（平成 17 年から平成 27年）  

 

   

   
出典：道路交通センサスから作成 

38%

52%

52%

19%

31%

29%

38%

15%

14%

5%

2%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成17年

(2005)

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

全78区間

全208区間

全210区間

混雑度 

混雑度 1.0 以上の区間は減少

混雑度 1.75 以上の区間は増加

注）H17 から H27 の日交通

量の増減台数を表示（道

路交通センサス） 

 

注）H17 から H27 の混雑度

の増減数を表示 

（道路交通センサス） 

 

0～1.0未満 1.0～1.25未満 1.25～1.75未満 1.75以上
（混雑無し） 

■市内全区間の混雑度の推移 

交通量 

- 20 -



 

 

２.３ 本市交通を取り巻く環境の変化 

  人口減少・少子高齢化の進行 

本市の⼈⼝は平成３０年頃にピークを迎え，その後，減少に転じることが⾒込まれており，

趨勢型の⾒通しでは，平成２７年に約５２万⼈だった⼈⼝は，３０年後の２０５０年頃には

約４５万⼈まで減少することが⾒込まれています。 

その⼀⽅で，今後も少⼦⾼齢化は進⾏し続ける⾒通しであり，平成２７年に約２３％だっ

た⽼年⼈⼝の割合は，３０年後の２０５０年頃には約３７％まで増加する⾒込みです。 

 

 

■ 宇都宮市人口ビジョンによる推計値（総人口・人口構造） 

 

 

 
 

出典：宇都宮市人口ビジョン 
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今後の，⼈⼝減少と⼈⼝構造の変化により，総体的な移動需要が減少するとともに，通勤・

通学⽬的での移動が減少し，通院・買い物などの私事⽬的での移動が増加することが⾒込ま

れます。 

 

■ 目的別トリップ数の割合（平成２６年度） 

 

 
 

出典：県央広域都市圏生活行動実態調査 

 

また，全国の公共交通の乗務員の平均年齢は，路線バスの運転⼿で５０.３歳と全産業の平

均より７．８歳⾼く，タクシーの運転⼿では５９.７歳と更に⾼齢となっており，今後の⼈⼝

減少と⼈⼝構造の変化により，公共交通の担い⼿が不⾜することが懸念されます。 

 

■ 職種別の平均年齢と６０歳以上の割合の比較（全国） 

 
出典：賃金構造基本統計調査
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また，本市の外国⼈居住者は増加傾向にあり，平成２９年には総⼈⼝の約１.８％を⽰すま

でになっており，外国⼈にも利⽤しやすい交通環境が求められます。 

 

■ 宇都宮市在住の外国人の推移 

 

 

出典：国籍別外国人登録人口，毎月人口  

 

■ 宇都宮市在住外国人の日常生活での困り事 

 

出典：平成２８年度 外国人住民意識調査結果（宇都宮市） 
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（７）⾃由意⾒（⽣活で困っていることについて） 
公共交通が不便であり，就職先が少ないという意⾒が多い。また，就職先を⾒

つけても，⾞がないと移動に困り，働くことができないという意⾒があった。そ
の他には，⾔葉や⽂化がわからないなどの意⾒があった。 

 
＜回答が多かった意⾒＞ 

・車がないと生活できない 

・スーパーまでの交通が不便 

・就職が難しい 

・給料が安い 

・税金，保険が高い 

・病院で言葉が通じない 

・⽇本⼈の⽣活様式や考え⽅がわからない 

■調査概要 
・合計回収数３７８件 
・合計回収率２２.６％ 

→内訳 
１）無作為抽出 

１,２５０件郵送，２０８回収 
２）関係機関 

    ４５１件配付，１７０件回収 
 
・出⾝国：全２３か国 
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  高齢者等の運転免許自主返納者数の増加 

本市では，交通事故の発 件数は 期的に減少しているなか， 齢化の進 などにより，

交通事故発⽣件数に占める⾼齢者の割合が増加傾向にあり，⾃動⾞の運転に不安を抱える⾼

齢者などの⾃動⾞運転免許証の⾃主返納件数が増加しています。 

 

■ 高齢者の事故発生件数の推移（宇都宮市）  ■ 運転免許の自主返納者数（宇都宮市） 

   
出典：栃木県警察本部交通企画課提供資料  

しかし⼀⽅で，外出時の交通⼿段として，⾃動⾞を⾃分で運転する⾼齢者の割合が    

２８.２％となっており，その中には，⾃動⾞を利⽤せざるを得ないことから，運転に不安を

抱えながらも⾃動⾞を利⽤する⾼齢者が存在することが懸念されます。 

■ 高齢者の外出時の手段（宇都宮市） 

出典：にっこり安⼼プラン（宇都宮市）
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  国内外からの観光客数の増加・観光目的の多様化 

本市では，近年，観光⼊込客数が増加しており，⼤⾕⽯地下採掘場跡地のある「⼤⾕資料

館」などは，国内だけでなく海外からも⼈気を集めており，また，平成３０年５⽉には，「⼤

⾕⽯⽂化」に関するストーリーが⽇本遺産に認定されるなど，今後，更なる観光客の増加が

⾒込まれます。 

 

■ 観光入込客数の推移（宇都宮市）          ■ 外国人宿泊者数（宇都宮市） 

  
出典：栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査 

 

■ 「地下迷宮の秘密を探る旅 大谷石文化が息づくまち宇都宮」の日本遺産の認定 
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観光客をはじめとした来訪者が市内を周遊する際に利⽤する交通⼿段は，⾃動⾞での移動

を除くと，徒歩が６割以上を占めており，バスやタクシーなどの公共交通の利⽤は少なくな

っています。 

また，外国⼈旅⾏客が⽇本国内を旅⾏した際に困ったこととして，公共交通の案内情報に

関することが多く挙げられています。 

 

■ 宇都宮市内での周遊における交通手段（平成２９年） 

 

出典：平成 29年宇都宮市観光動態調査   注）市内での周遊における交通手段は設問時点で「自動車」を除外 

■ 外国人旅行者が旅行中困ったこと（国） 

 
出典：観光庁資料（外国人旅行者に対するアンケート調査結果 2014）
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  運輸部門の温室効果ガス排出量の増加 

本市の運輸部⾨におけるＣＯ２排出量は，他の中核市を上回っており，また，近年では，

ハイブリット⾃動⾞や電気⾃動⾞をはじめとした低燃費型の⾃動⾞が普及してきたものの，

運輸部⾨から排出される温室効果ガスの量は横ばい傾向にあります。 

 

■ 温室効果ガスの排出量の推移（宇都宮市）    ■ ハイブリット自動車や電気自動車の 

普及率 

 
 

 

■ 温室効果ガスの中核市との比較推移（平成２６年度） 

 
出典：環境省資料「自治体排出量カルテ」平成 26年度データ 

注）地方公共団体による独自推計値との乖離がある
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都道府県別⾃動⾞に占めるハイブリッド⾞・電気⾃
動⾞の所有割合（⼆⼈以上世帯，平成 26 年）
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  中心市街地の低・未利用地の拡大 

本市では，市 の移動における 動 への依存度が いことから，中⼼市街地における駐

⾞場の需要が⾼く，コインパーキングや⽉極駐⾞場などの低・未利⽤地が⾍⾷い状に広がっ

ています。 

このことによって，駐⾞場の⼊庫待ちなどで交通渋滞が発⽣するだけでなく，まちの魅⼒

や賑わいが低下することが懸念されます。 

 

■ 中心部における低未利用地（駐車場等）の分布状況等（平成 28年 6 月移時点）  

   
 

■ 中心市街地活性化に対する市民意向 

  
出典：第 49回市政に関する世論調査の結果（宇都宮市世論調査） 

1 買い物 1 商業（⼤規模商業施設，スーパーなど）

2 飲⾷ 2 ⽂化・芸術（図書館，博物館，美術館，劇場など）

3 病院（通院・⾒舞い） 3 情報・交流機能（コンベンション施設など）

4 公共施設（市役所，図書館など） 4 公共（⾏政施設，公園など）

5 通勤 5 ⾼齢者・障がい者⽀援（介護保険サービスなど）

6 まち歩き（散歩・散策） 6 スポーツ（運動場など）

7 ⾦融機関（銀⾏・郵便局） 7 医療（病院など）

8 イベントへの参加 8 ⼦育て⽀援（保育所，幼稚園など）

9 送迎 9 福祉（保健・福祉センターなど）

10 ⽂化活動（映画鑑賞，芸術鑑賞など） 10 業務（オフィスなど）

11 習い事（⽣涯学習） 11 教育（⼩学校，中学校，⾼等学校，⼤学など）

12 保健・福祉施設（保健センター，介護保険サービスなど） 12 教育・学習⽀援（学習塾，予備校，習い事など）

13 スポーツ活動・観戦 13 ⾦融（銀⾏本店・⽀店等）

14 通学 14 その他

15 その他 （無回答） n＝429

（無回答） n＝429

○中⼼市街地へ出かける⽬的・どのような魅⼒があったら中⼼市
街地へ出かけるか

○中⼼市街地の魅⼒を⾼めるために充実して欲しいこと
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２.４ 国県等の動向 

  交通政策基本法の制定（平成 25 年 12 月施行） 

「交通政策基本法」が制定され，⾃治体の責務として，⾏政区域の特性に応じて，まちづ

くり等の観点を踏まえながら，交通に関する施策を実施することが定められました。 

 

■交通政策基本法の概要  

国 等の交通に対する基本的な需要が適切に充 されることが重要であるとの認識の下，

国が推進する交通に関する施策についての基本理念と，それを実現するために実施する基本

的な施策として，以下① ⑥のような内容が定められており，また，交通に関する基本的な

施策の策定と実施について，国及び地⽅公共団体の責務が定められています。 

 

 
 

 
出典：国土交通省資料  

① まちづくりと⼀体となった公共交通ネットワークの維持 
② 発展を通じた地域の活性化 
③ 国際的な⼈流・物流・観光の拡⼤を通じた我が国の国際競争⼒の強化 
④ 交通に関する防災・減災対策や多重性・代替性の向上による巨⼤災害への備え 
⑤ 少⼦⾼齢化の進展を踏まえたバリアフリー化をはじめとする交通の利便性向 
⑥ ① ⑤の取り組みを効果的に推進するための情報通信技術（ICT）の活⽤ 

- 29 -



 
  地域公共交通活性化・再生法の改正（平成 26 年 11 月施行） 

「地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律」が改正され，市町村が主体的に，公共交

通事業者等と連携を図りながら，コンパクトなまちづくりと⼀体となった地域公共交通ネッ

トワークを構築することが定められました。 

 

■ 改正地域公共交通活性化・再生法の概要  

公共交通事業を取り巻く環境が厳しさを増している中，公共交通の輸送⼈員の減少により

公共交通ネットワークの縮⼩やサービス⽔準の低下が懸念される⼀⽅で，地域の活⼒を維持・

強化するために，コンパクトなまちづくりと連携して，地域公共交通ネットワークを確保す

ることが重要であるとの認識の下，地⽅公共団体を中⼼として，持続可能な地域公共交通ネ

ットワークの再構築を図ることが定められています。 

 

 
 

出典：国土交通省資料 
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  自転車活用推進法の制定 

「⾃転⾞活⽤推進法」が制定され，⾃転⾞が持つ健康増進や交通渋滞の緩和などの社会的・

経済的な効果を踏まえ，公共交通などと連携しながら，⾃転⾞の活⽤を推進することが定め

られました。 

 

■ 自転車活用推進法の概要 

 

 
出典：国土交通省資料
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  交通施設等のユニバーサルデザイン化の推進 

「⾼齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー新法）」が

改正され，２０２０年度末までに⽬指す交通施設等のユニバーサルデザイン化の⽬標値が定

められました。 

 

■ バリアフリー新法に基づく２０２０年度末までの整備目標（※目標の部分抜粋）  

 
出典：国土交通省資料（バリアフリー法施行後 10年の動き等について）

2020年度末までの目標

（平成32年度末）

65％ 約70％

ノンステップバス 50%

約70％

（対象から適用除外認定車両（高速バス等）を

    除外）

リフト付きバス等 6%

約25％

（リフト付バス又はスロープ付きバス。

    適用除外認定車両（高速バス等）を対象）

タクシー 15,026台 約28,000台

85％ 原則100％

49％ ※2 約60％

建築物 55％ ※2 約60％

信号機等 98％ ※2 原則100％

※1  旅客施設は段差解消済みの施設の比率。1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。

※2  現状値は2014年度末の数値。

現状  ※1

（2015年末）

鉄軌道

バス 乗合バス車両

道路

重連経路を構成する道路点整備地区内の

主要な生活関

86％

種　別

主要な生活関連経路を構成する道路に

設置されている信号機等

福祉タクシー車両

移動等円滑化園路

2,000㎡以上の特別特定建築物のストック

鉄軌道車両

○3,000人以上を原則100％

○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道

　駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの

　整備を行う

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数の

　みならず利用実態をふまえて可能な限りバリ

　アフリー化
鉄軌道駅

ホームドア・可動式

ホーム柵

65路線

665駅

・車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の

　増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の

　課題を総合的に勘案した上で、優先的に整備

　すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な

　限り設置を促進

※交通政策基本計画において2020年度までに

　800駅の整備を行う
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  Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０（超スマート社会）の実現 

国の「未来投資戦略２０１８」において，「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けて，今後取

り組む重点分野と，変⾰の牽引⼒となるフラッグシップ・プロジェクト」として，「⾃動運転

及び公共交通全体のスマート化を含む“次世代モビリティ・システムの構築プロジェクト”」

や「まちづくりと公共交通・ＩＣＴ活⽤等の連携によるスマートシティの構築を含む“地域・

コミュニティ・中⼩企業関連プロジェクト”」が位置づけられています。 

 

■ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０における新たな価値の事例 

 
出典：内閣府（Society 5.0「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料） 
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 また，⾃動運転技術の普及に向けた国のロードマップが⽰され，東京オリンピックが開催され

る２０２０年までに「限定地域での無⼈⾃動運転移動サービス」の実現，２０２５年頃の「⾼速

道路での⾃動運転レベル４」の実現を⽬指すこととされています。 

 

■ 自動運転の普及に応じた段階的な検討（国の方針） 

 

 
 

出典：国土交通省（都市交通における自動運転技術の活用方策に関する検討会について）平成 29年 11月より抜粋 

 

■ 自動運転のレベル分けについて（国の方針） 

 

 
出典：自動運転の実現に向けた取り組み（国土交通省自動車局技術政策課）平成 30年 1月 
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２.５ 関連計画 

  「立地適正化計画」，「市街化調整区域の整備及び保全の方針」，「ＬＲＴ沿線 

の土地利用方針」の策定 

今後の⼈⼝減少社会に対応した都市構造への転換を図るため，⼟地利⽤の変化と交通が密

接に関連し，利便性の⾼い交通機関を整備することで⼟地需要を適正に誘導することが期待

できることを踏まえ，「⽴地適正化計画」等による公共交通沿線などへの居住や都市機能の誘

導と交通戦略との連携により，⼟地利⽤と交通が⼀体となった都市づくりを推進することと

しています。 

 

■ 都市機能誘導区域と交通ネットワークの配置 

   
出典：宇都宮市立地適正化計画（平成 30年 3月）
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  「東西基幹公共交通の実現に向けた基本方針」，「芳賀・宇都宮東部地域公共 

交通網形成計画」，「軌道運送高度化実施計画」の策定 

「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成や利便性の⾼い交通環境の整備を図るため，

拠点間を結節する軸としての基幹公共交通（ＬＲＴ）や幹線・⽀線バス路線を整備するとと

もに，地域を⾯的にカバーする地域内交通等の導⼊を促進し，階層性のある効率的な公共交

通ネットワークの構築を図ることとしています。 

 

■ 芳賀・宇都宮東部地域におけるＬＲＴ，バス，地域内交通の連携イメージ 

 

  

      ＜公共交通ネットワーク構築の考え⽅＞ 

・ 東 基幹公共交通としてのＬＲＴの整備 

・ 幹線公共交通としての幹線バス路線の整備 

・ 主要施設間を連絡する⽀線バスや郊外部における地域内交通等の導⼊ 

・ トランジットセンターにおける広域バス路線，端末交通（⽀線バス， 

地域内交通，⾃転⾞，⾃動⾞）との連携 
 

出典：芳賀・宇都宮東部地域公共 交通網形成計画 
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  「自転車のまち推進計画後期計画」の策定 

「⾃転⾞のまち推進計画後期計画」における施策の柱として，前期計画における「安全」，

「快適」，「楽しく」，「健康とエコ」に「⾃転⾞でつながる」を加え，⾃転⾞と公共交通との連

携や，都市や観光地の周遊性の向上に取り組むこととしています。 

 

■ 後期計画の「５つの柱」 

 

    

 
出典：自転車のまち推進計画後期計画 
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